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力
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生
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少

　

定
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昭

和

三

十
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月

二

十

九

日

掃
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〃

三

朝

町

膚

ー
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雅

　

己

_

ー
瑠
皇
十
(
キ
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盈
十
九
計
席
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可
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嶺
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泉
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カ
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衛

生

施

設

組

合

規

約

第

一

章

　

穂

　

　

別

(
名
称
)

#
]
･
集
　
と
Q
叔
合
は
､
倉
音
読
外
<
カ
町
村
衛
生
施
設
組
合
.
(
以
下
敵
合
と
S
う
.
)
と
称
す
′
る
.

▲⊥

(
叔
合
を
放
散
す
る
地
方
公
共
団
体
)

恵
三
東
　
と
の
浪
合
比
.
次
や
庸
町
村
を
も
っ
て
血
統
す
る
.

～

J
,
倉
満
車
成
金
サ
'
.
三
朝
軒
へ
凍
細
町
.
･
北
壌
町
'
泊
村
､
大
栄
町
､
羽
合
町
'
東
伯
町

-

㌧

F

･

,

.

'

(
浪
合
の
共
同
地
畳
す
る
事
務
)

集
三
条
　
こ
Q
血
合
は
'
し
尿
処
理
0
事
務
を
共
降
し
て
処
理
す
る
た
め
t
 
L
雇
地
点
鳩
を
設
唖
L
t

j
上
び
管
′
琴
し
､
な
ら
び
に
こ
れ
に
熊
す
る
事
務
を
処
理
す
る
.

(
赴
合
事
務
所
の
位
荘
)

一

第
四
条
　
こ
Q
浪
合
の
事
務
所
虻
.
倉
育
市
役
所
内
に
置
く
.

第
二
卓
　
抱
合
C
義
金

(
政
令
手
金
の
組
敷
お
よ
び
議
長
選
出
方
岳
)

第
五
条
　
こ
Q
赴
合
の
蔑
見
比
'
敵
合
を
組
歳
す
る
市
町
村
C
長
お
よ
び
市
町
村
集
金
に
お
S
て
'
義

貞
Q
う
ち
か
ら
一
五
遺
し
た
者
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
.



こ.一･1-

過
激
嫁
　
綿
雲
｡
慧
漂
蛋
鼻
中
'
警
芸
者
把
霊
若
菜
町
村
に
管
へ
芸
芳
村
慧

章
点
を
も
つ
七
と
九
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
.

(
鼓
農
の
定
数
)

岳
東
嶺
　
知
合
集
金
漁
具
Q
薙
載
紐
､
二
十
二
人
と
し
､
次
C
区
分
に
･
,
]
る
↓

倉
盲
市
六
人
　
鶴
金
町
〓
<
　
三
朝
町
二
人
　
東
都
町
二
人
　
北
条
町
〓
<

泊
　
村
二
人
　
大
栄
.
町
二
人
　
羽
合
町
二
人
　
東
伯
町
二
人

(
強
兵
Q
任
期
)

粛
七
粂
　
瓜
合
重
点
の
任
期
は
'
当
鞍
市
町
村
C
そ
の
聯
Q
任
期
中
と
す
る
.
　
　
　
　
　
t

之
　
瓜
合
葬
金
資
長
忙
欠
点
を
生
じ
た
と
き
は
'
二
カ
月
以
内
托
補
欠
議
長
を
連
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
.

3
　
補
欠
義
貞
C
任
期
姓
.
敵
住
着
の
残
任
期
慨
と
す
､
る
｡
･

(

,

血

合

轟

草

の

溜

集

)
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1

第
<
集
　
粗
食
の
手
金
は
管
理
者
が
と
れ
.
を
招
集
す
る
｡

一

史
　
静
鼻
発
車
立
身
b
 
l
以
上
の
者
か
ら
香
面
で
付
奮
す
る
事
項
を
不
し
て
叔
集
C
諦
求
が
あ
る
と
せ

牡
､
且
脊
管
理
者
が
'
こ
れ
呑
舟
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
を
S
.

八
替
長
お
よ
び
副
資
長
)

第
九
条
　
血
合
鼓
金
蛇
'
争
点
の
う
ち
か
ら
蓉
長
お
よ
び
副
議
長
)
人
を
選
挙
し
な
け
れ
ば
専
ら
夜
S

I

.
‥
.
/
 
I
.
.
す

:
I
)
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c
Q
　
蕃
長
お
上
び
副
藩
長
Q
任
期
は
､
議
長
Q
任
期
中
に
上
る
.

(
関
東
)

第
十
条
　
叔
合
の
議
会
比
'
評
点
定
数
Q
半
数
以
上
Q
琴
貴
が
也
推
し
な
け
れ
ば
会
意
を
開
く
こ
と
が

で
き
を
S
.
た
だ
し
､
地
方
自
治
畠
第
育
十
三
集
､
た
だ
し
書
き
の
規
′
定
を
準
用
す
る
も
Q
と
す
る

(
憩
S
.
)

第
十
l
条
　
法
律
に
帝
劇
Q
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
穂
か
蔽
合
Q
私
事
.
は
､
ー
出
帝
島
q
t
の
過
半
数
で

こ
れ
を
決
L
t
　
可
否
同
数
の
と
き
比
､
窮
境
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
上
る
.

o
e
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
､
む
長
姓
葉
月
と
し
て
我
決
に
加
わ
る
梓
刊
を
有
し
な
S
.

(
会
夢
規
則
)

簾
十
二
条
　
組
合
の
集
金
綻
､
こ
の
親
*
･
に
定
め
る
把
か
食
辞
に
顕
し
必
要
な
事
項
に
う
h
て
会
義
親

知
を
設
け
る
も
の
と
す
る
.

第
三
章
　
執
行
､
横
取

(
執
行
機
艶
の
鼠
輸
)

第
十
三
条
　
と
Q
組
合
陀
組
合
管
理
者
､
打
管
理
者
お
よ
び
牧
人
役
を
髭
く
.

(

鼠

合

管

理

者

お

よ

び

副

管

理

者

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

/

第
十
四
条
　
こ
の
組
合
I
K
管
理
者
7
人
､
副
管
理
者
7
人
を
億
く
.

I
_

妄
　
管
理
者
壮
幽
係
置
町
射
通
の
う
ち
か
カ
組
合
島
台
に
お
S
で
選
任
す
る
.
た
だ
し
.
菅
珪
者
は
阻
倉
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金
Q
義
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を
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ね
る
こ
と
が
で
重
な
S
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1

ヽ

管
理
者
の
任
期
は
当
家
市
町
村
長
C
任
期
に
･
･
l
る
.

/

管
理
者
は
血
合
を
代
表
し
､
事
務
を
管
理
し
'
お
上
T
b
執
行
す
る
.

副
管
理
者
は
､
管
理
者
が
野
係
市
町
村
C
助
役
の
う
ち
か
ら
血
合
集
金
の
同
意
か
得
て
主
任
す
る
.

軌
管
理
者
C
任
期
壮
当
落
市
,
k
村
助
役
Q
任
期
に
上
る
.

副
管
理
者
仕
､
管
理
者
を
補
佐
し
て
職
長
の
適
任
す
る
事
務
を
盤
督
L
t
管
理
者
に
事
故
あ
る
と

き
､
ま
た
紘
'
管
理
者
が
欠
け
た
と
き
は
そ
Q
噸
務
を
代
理
す
る
.

(
牧
人
役
)

第
十
五
条
　
収
入
役
は
､
組
合
瞥
尊
者
が
組
合
集
金
C
同
意
を
篠
で
選
任
す
る
.

(
絶
食
の
監
査
季
長
Q
選
出
方
法
)

第
十
方
条
　
と
の
由
合
に
監
査
.
委
鼻
を
置
く
.

c
e
　
監
査
委
阜
雌
二
人
と
し
､
組
合
藤
鼻
の
互
選
と
す
る
.

3
　
監
査
委
員
の
任
期
は
､
血
合
食
資
長
の
任
期
と
す
る
.

(
補
卑
職
長
)

第
十
七
条
　
と
Q
組
合
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
'
吏
長
そ
C
他
の
僻
見
を
偉
く
.

∫

C
.
前
項
の
吏
員
へ
そ
の
他
の
傭
兵
は
､
血
合
市
町
村
C
吏
員
､
そ
の
他
の
う
ち
か
ら
叔
食
管
選
者
が
昏

賢

転

野
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1
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免
す
る
.第

周
章
　
給
与
そ
の
他
の
給
付

(
給
与
の
支
給
)

簾
十
<
集
　
鼠
合
は
鼠
合
議
金
の
手
鼻
'

亨

}

　

ヽ

■

+

･

､

1

,

4

■

t

r

　

　

　

　

■

　

　

.

㌔

.

.

一

j

言

　

｣

.

I

叔
合
管
理
者
､
都
管
理
者
､
牧
人
殻
､
吏
鼻
､
そ
Q
他
の
瀬

点
に
そ
の
動
-
*
に
相
当
す
る
報
翻
V
.
た
比
給
料
を
ち
び
に
そ
Q
畿
欝
を
帯
を
ク
だ
賓
す
る
費
用
井
伏

ま
た
性
凍
鼻
を
支
給
す
る
と
と
が
で
き
る
.

之
　
前
額
Q
報
酬
ま
た
は
冶
科
お
よ
び
貴
角
弁
償
ま
た
は
叙
景
C
薪
を
ち
び
だ
支
溶
着
韓
比
条
例
で
定

め
な
け
れ
ば
表
ち
な
S
t
-

第

五

章

　

財

　

　

務

(
飯
倉
軽
費
の
支
弁
方
農
)

第
十
九
条
.
J
C
息
食
の
鐘
隷
虹
､
血
合
市
町
村
C
舟
塵
金
､
#
助
金
'
使
用
科
､
そ
の
他
の
攻
入
を

も

っ

て

鹿

て

る

.

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

･

.
(
舟
追
金
C
分
朕
割
合
】

第
二
十
条
　
由
条
Q
舟
賦
金
中
'
轟
常
軽
費
の
舟
賦
割
合
比
別
表
托
定
め
た
基
準
割
合
と
す
る
.

C
.
臨
時
の
鐘
費
把
つ
S
て
比
'
前
項
Q
裁
定
に
か
か
わ
ら
ず
組
合
鷲
鼻
C
岳
決
に
上
か
別
に
定
め
ー
る

七
と
が
で
き
る
●
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.
1
8

(
地
方
自
給
法
Q
準
用
)

､
第
二
十
(
集
　
と
の
規
定
鑑
定
め
る
も
の
を
除
く
性
か
.
'
地
方
自
治
法
華
一
首
九
十
二
壌
0
親
定
把
上

～

身
市
に
舶
す
る
,
親
定
を
準
用
す
る
.

′

付

　

　

鞄

と
の
親
如
拙
､
許
可
に
を
.
つ
た
日
か
ら
施
行
す
る
.
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